
　

第
４
回
市
議
会
定
例
会
は
、
８
月
28
日（
月
）に

開
会
し
、
一
般
会
計
補
正
予
算
や
条
例
改
正
な
ど

の
議
案
を
議
決
し
、
９
月
28
日（
木
）に
閉
会
し
ま

し
た
。

　

今
議
会
で
可
決
さ
れ
た
議
案
な
ど
は
、
次
の
通

り
で
す
。

■
予
算
関
係

▽
平
成
29
年
度
土
岐
市
一
般
会
計
補
正
予
算（
第
３

号
）

　

認
定
こ
ど
も
園
整
備
事
業
な
ど
の
た
め
、
１
億

４
１
９
３
万
５
千
円
を
追
加
し
、
補
正
後
の
予
算

額
を
２
３
７
億
１
１
８
７
万
円
と
す
る
も
の

▽
平
成
29
年
度
土
岐
市
一
般
会
計
補
正
予
算（
第
４

号
）

　

衆
議
院
議
員
選
挙
や
東
美
濃
ナ
ン
バ
ー
実
現
協

議
会
負
担
金
の
た
め
、
２
６
１
０
万
７
千
円
を
追

加
し
、
補
正
後
の
予
算
額
を
２
３
７
億
３
７
９
７

万
７
千
円
と
す
る
も
の

▽
平
成
29
年
度
土
岐
市
介
護
保
険
特
別
会
計
補
正

予
算（
第
１
号
）

　

国
庫
支
出
金
等
過
年
度
分
返
還
金
な
ど
の
た
め
、

４
６
２
１
万
４
千
円
を
追
加
し
、
補
正
後
の
予
算

額
を
59
億
３
３
３
２
万
３
千
円
と
す
る
も
の

▽
平
成
29
年
度
土
岐
市
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
特

別
会
計
補
正
予
算（
第
１
号
）

　

保
険
料
過
誤
納
還
付
金
な
ど
の
た
め
、
２
０
０

万
円
を
追
加
し
、
補
正
後
の
予
算
額
を
７
億
３
９

９
２
万
７
千
円
と
す
る
も
の

■
条
例
関
係

▽
土
岐
市
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例▽
土
岐
市
分
担
金
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

▽
土
岐
市
営
住
宅
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

▽
土
岐
市
体
育
館
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

■
人
事
案
件

▽
土
岐
市
教
育
委
員
会
委
員
の
任
命
同
意

　

大
橋
廣
さ
ん（
土
岐
津
町
・
新
任
）

▽
人
権
擁
護
委
員
の
候
補
者
の
推
薦
に
つ
き
意
見

を
求
め
る
こ
と

　

楓
重
彦
さ
ん（
肥
田
町
・
新
任
）

　

石
原
幾
男
さ
ん（
駄
知
町
・
再
任
）

■
そ
の
他

▽
損
害
賠
償
の
額
を
定
め
る
事（
専
決
処
分
の
報
告

お
よ
び
承
認
）

　

土
岐
津
町
土
岐
口
地
内
に
お
い
て
、
公
共
下
水

道
雨
水
管
マ
ン
ホ
ー
ル
蓋
が
跳
ね
上
が
っ
た
こ
と

に
よ
り
、
走
行
中
の
自
動
車
を
損
傷
さ
せ
た
事
故

に
対
す
る
損
害
賠
償
の
額
を
68
万
２
６
４
０
円
に

定
め
た
も
の

▽
土
岐
市
新
庁
舎
建
設
工
事（
建
築
工
事
）の
請
負

契
約

▽
土
岐
市
新
庁
舎
建
設
工
事（
電
気
設
備
工
事
）の

請
負
契
約

▽
土
岐
市
新
庁
舎
建
設
工
事（
機
械
設
備
工
事
）の

請
負
契
約

■
平
成
28
年
度
決
算
の
認
定

　

次
の
各
会
計
に
つ
い
て
、
監
査
委
員
の
意
見
を

付
け
て
議
会
の
認
定
に
付
す
る
も
の

▽
土
岐
市
一
般
会
計　

▽
土
岐
市
下
水
道
事
業
特

別
会
計　

▽
土
岐
市
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計　

▽
土
岐
市
駐
車
場
事
業
特
別
会
計　

▽
土
岐
市
介

護
保
険
特
別
会
計　

▽
土
岐
市
農
業
集
落
排
水
事

業
特
別
会
計　

▽
土
岐
市
・
瑞
浪
市
介
護
認
定
審

査
会
特
別
会
計　

▽
土
岐
市
・
瑞
浪
市
障
害
者
総

合
支
援
認
定
審
査
会
特
別
会
計　

▽
土
岐
市
後
期

高
齢
者
医
療
保
険
特
別
会
計　

▽
土
岐
市
病
院
事

業
会
計　

▽
土
岐
市
水
道
事
業
会
計

平成29年　第４回市議会定例会

大切に保管してください

社会保険料（国民年金保険料）控除証明書が送付されます
国民年金保険料は、納付した全額が所得税や市・県

民税などの社会保険料控除の対象となります。

国民年金保険料を社会保険料控除として申告する場
合は、１年間に納付（納付見込みを含む）した国民年金
保険料を証明する書類の添付が必要です。このため、
生命保険会社などから送付される控除証明書と同様に、
１年間に納付した国民年金保険料の額を証明する「社
会保険料（国民年金保険料）控除証明書」（はがき）が、日
本年金機構から11月中に送付されます。

証明内容は、本年１月から10月２日までに納付され
た国民年金保険料と、年内に納付が見込まれる場合の
納付見込み額です。なお、10月３日以降に本年初めて
保険料を納付する方については、翌年２月上旬に同様
の証明書が送付されます。

平成29年中に国民年金保険料を納付した方全員にこ
の証明書が送付されます。年末調整または確定申告の
手続きの際は必ずこの証明書が必要となりますので、
大切に保管してください。

　ねんきん加入者ダイヤル（☎0570-003-004）※11月１日より電話受付開始
　　または、日本年金機構多治見年金事務所（☎○22　0255）
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